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足
利
義
満
の
太
上
天
皇
尊
号
宣
下
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は
じ
め
に
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足
利
義
満
が
亮
去
し
た
の
は
応
永
十
五
年
(
一
四

O
八
)
五
月
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
ち
に
後
小
松
天
皇
の
朝
廷
は
太
上
天
皇
の

尊
号
を
贈
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
室
町
将
軍
の
公
的
な
履
歴
書
と
い
う
べ
き
、
武
家
昇
晋
年
譜
に
、

同
九
日
被
奉
贈
太
上
天
皇
尊
号
、
昌
司
U
4

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
瞭
で
あ
る
。
東
寺
執
行
日
記
や
尊
卑
分
肱
も
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
文
の
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
但
し
、
東
寺
執
行
日
記
は

(
斯
波
義
将
)

「
八
日
」
と
し
、
「
昔
ヨ
リ
此
例
依
無
之
、
勘
解
由
小
路
禅
門
申
留
云
々
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
表
面
的
に
は
「
本
家
」
、
つ
ま
り
嫡
子
の
義

持
、
実
際
に
は
幕
閣
の
宿
老
斯
波
義
将
の
意
向
で
辞
退
し
た
の
で
(
こ
れ
は
受
諾
す
る
前
提
で
の
儀
礼
的
な
辞
退
で
は
な
い
て
こ
の
尊
号
宣

下
の
事
実
は
無
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
た
。
当
時
の
史
料
に
義
満
を
上
皇
と
表
記
し
た
も
の
は
な
く
、
「
鹿
苑
院
入
道
前
太
政
大
臣
」
が
義
満
の

正
式
な
称
号
と
し
て
定
ま
っ
た
(
た
と
え
ば
勅
撰
集
の
新
続
古
今
集
に
は
こ
の
称
号
で
入
集
す
る
)
。



さ
て
、
こ
の
未
遂
に
終
わ
っ
た
尊
号
宣
下
に
就
い
て
は
、
生
前
の
義
満
は
既
に
太
上
天
皇
(
応
永
二
年
に
出
家
し
て
い
た
の
で
法
皇
と
い

う
べ
き
か
)

の
待
遇
を
受
け
て
い
た
ゆ
え
に
、
朝
廷
が
そ
の
意
向
を
付
度
し
て
贈
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
生
前
の
義
満
が
法
皇
の

如
く
振
る
舞
い
、
周
囲
に
こ
れ
を
強
要
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
史
家
が
種
々
の
徴
証
を
挙
げ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
皇
族
で
な
い
者
が
太
上
天
皇
と
な
っ
た
例
は
皆
無
で
あ
り
、
古
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
も
代
表

的
か
つ
淵
源
に
あ
る
も
の
が
田
中
義
成
の
説
で
、
義
満
は
「
皇
位
窺
鋭
」
、
つ
ま
り
後
小
松
天
皇
を
退
位
さ
せ
て
鍾
愛
す
る
我
が
子
義
嗣
を
即

位
さ
せ
る
腹
づ
も
り
で
あ
っ
た
と
し
、
「
彼
が
最
終
の
目
的
は
愛
子
義
嗣
を
天
子
と
為
し
、
己
れ
自
ら
は
太
上
天
皇
た
ら
ん
と
す
る
に
在
り
し

事
疑
う
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
よ
り
、
義
満
の
最
も
基
礎
的
な
伝
記
を
著
し
た
白
井
信
義
氏
、
佐
藤
進
一
氏
が
少
し
く
触
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
近
年
で
は
今
谷
明
氏
が
義
満
に
「
皇
位
纂
奪
計
画
」
が
あ
っ
た
と
断
言
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
。
「
窺
観
」
「
纂
奪
」
と
い
っ
た
刺
激
的
な
言

り
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
太
上
天
皇
の
号
は
あ
く
ま
で
天
皇
が
臣
下
に
贈
る
身
位
で
あ
り
、
上
皇
は
父
で
あ
っ
て
も
臣
下
で
あ
る
。
し
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葉
は
、
し
ば
し
ば
客
観
的
な
考
察
を
妨
げ
る
が
、
現
在
で
は
「
太
上
天
皇
の
尊
号
宣
下
」
を
も
っ
て
、
義
満
の
野
望
を
云
々
す
る
こ
と
の
謬

た
が
っ
て
「
義
満
の
上
皇
」
と
「
義
嗣
の
即
位
」
と
は
全
く
次
元
の
違
う
問
題
で
あ
り
、
桜
井
英
治
氏
の
「
そ
も
そ
も
皇
統
は
天
皇
(
の
血
)

か
ら
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
上
皇
(
の
号
)
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
理
解
を
忘
れ
た
点
に
「
義
満
の

皇
位
纂
奪
計
画
」
説
の
誤
り
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
い
う
言
に
尽
き
て
い
よ
う
。
近
年
の
研
究
は
、
義
満
が
公
武
に
わ
た
っ
て
確
立
し

た
「
室
町
殿
」
の
権
力
を
い
か
に
評
価
す
る
か
、
冷
静
な
態
度
で
議
論
を
深
化
さ
せ
て
い
る
。
「
室
町
殿
」
は
義
詮
以
前
の
「
武
家
」
と
は

何
が
異
な
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
権
力
は
義
持
・
義
教
・
義
政
ら
の
「
室
町
殿
」
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た

テ
l
マ
が
主
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
足
。
し
た
が
っ
て
、
義
満
個
人
の
事
蹟
に
も
ま
だ
ま
だ
明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
、
再
考
す
べ
き
も
の
が

遺
さ
れ
て
い
る
。



と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
改
め
て
、
こ
の
全
く
前
例
の
な
い
、
義
満
へ
の
太
上
天
皇
宣
下
が
ど
の
よ
う
に
し
て
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま

た
義
満
自
身
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
捉
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
は
こ
の
一
件
に
つ
い
て
の
主
た
る
史
料
で
あ
る
一
条
経
嗣
の
日
記
、
荒
暦
の
記
事
を
正
確
に
読
み
解
く
こ
と
で
、
こ
の
古
く
て
新
し

い
問
題
を
考
え
る
基
礎
を
作
っ
て
み
た
い
。

二
、
義
満
室
裏
松
康
子
の
国
母
問
題

こ
の
尊
号
問
題
を
考
え
る
上
で
、
こ
れ
ま
で
も
識
者
が
注
目
し
て
き
た
の
が
、
義
満
の
室
裏
松
康
子
の
准
三
后
、
そ
し
て
女
院
号
の
宣
下

で
あ
る
。
田
中
義
成
が
「
国
母
問
題
」
と
し
て
い
る
も
の
で
、
古
来
悪
評
高
き
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
も
う
一
度
経
過
を
辿
っ
て
み
た
い
。

応
永
十
三
年
(
一
四

O
六
)
十
二
月
の
末
、
後
小
松
天
皇
の
生
母
通
陽
門
院
三
条
厳
子
が
重
態
に
陥
る
。
天
皇
の
父
後
円
融
上
皇
は
既
に
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明
徳
四
年
(
一
三
九
三
)
に
崩
御
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
在
位
中
に
二
度
の
諒
闇
(
天
子
が
父
母
の
喪
に
服
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は

内
裏
に
侍
塵
と
い
う
居
室
を
建
造
し
て
そ
こ
に
一
定
期
間
龍
も
る
)
と
な
り
、
そ
の
こ
と
は
か
つ
て
一
条
・
四
条
・
後
醍
醐
の
代
に
あ
っ
た

が
、
義
満
は
い
ず
れ
も
不
快
の
例
で
あ
る
と
言
い
募
り
、
諒
閣
を
回
避
す
べ
き
と
指
示
し
た
。

こ
う
し
た
場
合
、
別
の
近
親
の
女
性
を
立
て
、
国
母
に
准
ず
る
と
い
う
方
便
を
用
い
る
こ
と
で
諒
閣
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
義
満

は
、
関
白
一
条
経
嗣
ら
に
諮
っ
て
、

一
応
准
母
の
候
補
を
物
色
す
る
そ
ぶ
り
を
示
し
た
が
、
内
心
で
は
康
子
に
定
め
て
い
た
。
裏
松
重
光
ら

近
臣
は
そ
の
意
向
を
付
度
し
、
あ
ら
か
じ
め
康
子
を
国
母
に
准
ず
る
よ
う
に
経
嗣
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
鎌
倉
時
代
初
期
よ
り
、

立
后
・
立
内
親
王
を
経
て
い
な
い
女
性
を
天
皇
の
准
母
に
立
て
た
場
合
は
、
准
三
后
を
宣
下
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。

果
た
し
て
経
嗣
は
、
義
満
に
意
見
を
徴
さ
れ
る
と
、
事
前
の
取
り
決
め
通
り
康
子
を
推
し
た
の
で
、
義
満
は
大
い
に
喜
ん
だ
、
と
い
う
。



以
上
は
経
嗣
の
日
記
荒
暦
に
詳
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
通
り
、
「
康
子
を
准
母
に
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」

と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
義
満
は
案
の
定
上
機
嫌
で
あ
っ
た
と
い
う
。
か
く
し
て
通
陽
門
院
が
崩
御
す
る
と
、
康
子
に
即
日
准
三
后
宣
下
が
あ
り
、

さ
ら
に
翌
年
三
月
に
は
康
子
に
女
院
号
宣
下
が
あ
り
、
北
山
院
と
称
し
た
。
「
此
次
に
は
彼
自
身
天
子
の
父
即
ち
太
上
天
皇
と
な
る
は
必
然

の
結
果
な
り
。
彼
は
天
子
の
准
母
な
る
人
の
夫
な
れ
ば
、
未
だ
太
上
天
皇
の
尊
号
は
な
け
れ
ど
も
、
自
ら
そ
の
積
り
に
て
居
り
」
と
い
う
通

り
、
こ
の
一
件
は
義
満
の
「
野
望
」
実
現
の
た
め
の
、
決
定
的
な
一
階
梯
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

三
、
荒
暦
の
記
事

さ
て
、
こ
の
「
国
母
問
題
」
は
、
専
ら
関
白
一
条
経
嗣
(
一
三
五
八
1
一
四
一
八
)

の
日
記
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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経
嗣
は
二
条
良
基
の
実
子
、
前
後
三
度
摂
関
に
補
さ
れ
た
。
兼
良
の
父
で
あ
り
才
学
優
長
、
そ
の
日
記
荒
暦
は
こ
の
時
期
最
重
要
の
史
料

で
あ
見
。
六
十
一
年
の
生
涯
の
大
半
に
わ
た
っ
て
書
き
続
け
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
い
が
、
原
本
は
伝
わ
ら
ず
、
全
て
の
記
事
は
後
人
の
抄
出
に

か
か
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
応
永
十
三
・
十
四
年
記
は
、
戦
国
時
代
の
公
家
町
広
光
(
一
四
四
四
j

一
五

O
四
)
が
重
要
記
事
を
抄
出
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
抄
出
本
と
は
、
あ
る
事
件
の
経
過
が
大
筋
で
把
握
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
読
者
は
前
後
の

記
事
を
通
覧
す
る
こ
と
で
、
主
た
る
話
題
を
お
の
ず
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
い
て
、
荒
暦
を
主
た
る
史
料
と
す
る

国
母
問
題
は
、
個
別
の
記
事
に
つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
連
動
し
て
考
察
す
べ
き
い
く
つ
か
の
史
実
が
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
で
は
義
満
の
意
向
を
裏
松
重
光
か
ら
内
々
に
告
げ
ら
れ
た
、
十
二
月
二
十
六
日
の
記
事
を
再
掲
し
た
い
。

東

坊

城

)

(

裳

松

重

光

)

長
頼
来
、
只
今
自
裏
松
亭
所
参
也
、
就
重
事
日
野
大
納
言
有
令
申
旨
云
々
、
の
招
寄
北
面
賛
子
方
聞
之
、
大
納
言
申
云
、
(
中
略
)
所
詮



子
)

実
儀
者
、
以
南
御
所
抗
日
付
酔
班
十

h
可
准
国
母
之
由
、
内
議
治
定
欺
、
就
其
、
先
急
被
申
出
尊
号
事
、
可
有
沙
汰
、
然
者
南
御
所
有
准
三

后
宣
下
之
条
、
可
然
之
趣
、
可
被
申
欺
、
何
様
尊
号
先
可
有
沙
汰
之
様
、
御
意
見
可
然
也
、
此
問
事
為
得
御
意
所
馳
甲
也
云
々
、

傍
線
部
、
重
光
は
康
子
を
准
母
と
す
る
前
に
、
「
先
づ
急
ぎ
尊
号
の
事
を
申
し
出
で
ら
れ
、
沙
汰
あ
る
べ
し
」
と
述
べ
た
。
後
文
で
も
重
ね

て
「
い
か
ゃ
う
尊
号
先
づ
沙
汰
あ
る
べ
き
の
や
う
、
御
意
見
し
か
る
べ
き
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
尊
号
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
太
上
天
皇

の
尊
号
を
指
し
て
い
る
。
「
尊
号
」
の
用
法
、
ま
た
、
こ
の
文
脈
に
於
い
て
も
、
夫
た
る
義
満
が
上
皇
に
な
っ
て
初
め
て
、
妻
の
康
子
を
国
母

に
准
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
だ
か
ら
早
く
義
満
に
尊
号
を
宣
下
す
る
準
備
を
さ
れ
た
し
、
と
重
光
が
述
べ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
、
筋
が
通
ら

な
い
。
(
そ
も
そ
も
、
准
母
の
夫
な
の
で
上
皇
と
な
る
、
と
い
う
論
法
は
主
客
が
顛
倒
し
て
い
る
。
)
既
に
十
余
年
前
、
南
朝
の
後
亀
山
院
に

(

東

坊

城

秀

長

)

(

後

亀

山

院

)

太
上
天
皇
の
尊
号
を
贈
る
議
が
起
こ
っ
た
時
も
、
経
嗣
は
「
菅
宰
相
送
状
云
、
大
覚
寺
殿
尊
号
事
有
其
沙
汰
」
(
荒
暦
応
永
元
年
二
月
七
日

翌
二
十
七
日
、
経
嗣
は
北
山
殿
に
参
り
、
義
満
と
問
答
を
交
わ
す
。
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
適
宜
改
行
し
た
。
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条
)
と
記
し
て
い
た
。
こ
れ
も
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

仰
云
、
誰
人
可
然
哉
、

号
上
様
也

重
申
云
、
南
御
所
准
三
后
宣
下
、
為
御
准
母
之
条
、
有
何
事
哉
、
然
者
先
可
有
尊
号
御
沙
汰
欺
、
皆
目
疋
愚
慮
之
所
軍
也
者
、

仰
云
、
此
段
妾
非
無
掛
酌
、
難
然
猶
可
廻
思
案
云
々
、

時
宜
快
然
、
存
内
事
也
、
愚
身
偏
以
諮
訣
為
先
、
於
戯
悲
哉
々
々
、
今
夜
准
后
宣
下
也
、

管
見
の
限
り
で
は
、
こ
こ
に
も
見
え
る
「
尊
号
」
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
は
無
く
、
こ
れ
を
単
に
康
子
へ
の
「
准
三
后
」
宣
下
の
こ
と
と

み
な
す
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
南
御
所
の
准
三
后
宣
下
、
御
准
母
た
る
の
条
、
何
事
か
あ
ら
ん
や
。
し
か
れ
ば
先
づ
尊
号
の
御
沙
汰
あ
る

べ
き
か
」
と
あ
る
の
は
前
日
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
か
っ
「
准
三
后
宣
下
」
と
「
尊
号
の
御
沙
汰
」
と
は
全
く
別
の
案
件
で
あ
る
か
ら
、
や



は
り
ま
ず
は
義
満
へ
の
尊
号
宣
下
を
行
う
べ
し
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
点
で
、
義
満
を
太
上
天
皇
と
す
る
こ
と
は
既

に
確
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
満
が
心
底
嬉
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
こ
の
時
点
で
は
康
子
を
准
三
后
と
し
た
の
み
で
終
わ
っ
た
。
何
が
あ
っ
た
の
か
、
荒
暦
の
記
事
を
さ
ら
に
読
み
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
准
三
后
か
ら
女
院
ヘ
|
|
義
満
の
謎
か
け

明
け
て
応
永
十
四
年
正
月
四
日
、
経
嗣
の
も
と
に
権
中
納
言
唐
橋
兼
宣
が
訪
ね
て
来
た
。
兼
宣
も
義
満
の
近
臣
で
あ
り
、
こ
の
日
の
朝
も

北
山
殿
に
参
候
し
、
そ
の
足
で
や
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
荒
暦
の
記
事
を
引
用
す
る
。
こ
れ
も
読
み
や
す
く
す
る
た
め
改
行
し
た
。

(

清

盛

)

(

平

時

子

)

(
上
略
)
就
其
、
旧
冬
晦
日
早
旦
参
仕
之
時
、
被
仰
云
、
平
相
国
禅
門
室
家
八
条
二
位
者
、
不
及
准
后

宣
下
敷
、
尤
不
審
、
平
家
ニ
モ
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只
八
条
こ
位
ト
所
語
也
、
如
何
云
々
、

其
事
之
由
答
申
了
、

(
俊
任
)

此
事
情
廻
愚
案
、
平
相
国
夫
婦
共
以
蒙
准
三
宮
宣
旨
之
条
勿
論
也
、
然
而
只
作
偶
然
不
甲
入
其
旨
、
且
件
日
坊
城
前
大
納
言
参
会
之
問
、

(
平
時
子
)

密
談
云
、
彼
二
品
為
准
后
事
、
相
構
不
可
被
申
出
者
、
彼
卿
得
其
意
之
由
承
諾
了
、
凡
平
家
例
難
事
異
、
若
自
然
相
当
不
快
之
様
被
思

食
各
も
不
可
然
欺
、
乍
御
存
知
如
此
被
仰
欺
、
又
真
実
無
御
存
知
欺
、
不
審
相
胎
者
也
、
所
詮
被
違
彼
例
条
、
可
宜
欺
、
然
者
准
后
被

叙
一
位
之
条
、
如
何
、

予
云
、
此
宣
下
以
後
不
可
有
其
儀
、
先
夜
先
被
叙
一
品
之
条
、
可
然
事
也
、
而
物
念
之
問
、
自
他
不
思
寄
過
了
、
為
之
如
何
、

(
兼
宣
)

藤
中
納
言
云
、
於
子
今
者
、
可
有
院
号
欺
、



予
云
、
北
山
殿
尊
号
事
先
有
沙
汰
者
、
次
第
儀
叶
理
欺
、
難
何
篇
、
違
彼
例
条
、
可
然
云
々
、
重
事
也
、
猶
可
廻
思
案
之
由
相
談
了
、

委
細
不
可
記
霊
也
、

こ
の
記
事
、
な
ぜ
か
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
康
子
の
准
三
后
宣
下
と
女
院
号
宣
下
と
の
聞
を
連
絡
す
る
、
重
要

な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
義
満
そ
の
人
の
個
性
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
異
例
な
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
る
が
、
や
や
表
現
を
補
つ

て
、
時
系
列
の
順
に
会
話
と
し
て
再
現
し
て
み
よ
う
。

(
十
二
月
二
十
九
日
、
北
山
殿
に
て
)

義
満

平
相
国
禅
門
(
清
盛
)

の
室
、
八
条
二
位
(
平
時
子
)
は
准
三
后
を
宣
下
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
点
が
疑
問
で
あ
る
。
平
家
物
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語
で
も
た
だ
単
に
「
八
条
二
位
」
と
語
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

兼

た
し
か
に
不
審
で
ご
ざ
い
ま
す
。

(
正
月
四
目
、

一
条
殿
に
て
)

兼

准
三
后
宣
下
の
直
後
、
先
月
二
十
九
日
、
義
満
は
右
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
私
も
不
審
で
す
と
だ
け
答
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
よ
く
よ
く
思
案
し
て
み
ま
す
に
、
清
盛
夫
妻
が
と
も
に
准
三
后
の
宣
下
を
受
け
た
事
は
隠
れ
も
な
い
事
実
で
す
。
な
の

に
つ
い
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
当
日
、
坊
城
俊
任
と
出
会
い
ま
し
た
の
で
、
ひ
そ
か
に
相
談

し
ま
し
て
、
「
時
子
が
准
三
后
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
決
し
て
義
満
の
前
で
口
に
出
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
ぞ
」
と
、

口
止
め
し
ま
し
た
。
俊
任

も
「
心
得
た
」
と
承
諾
し
ま
し
た
。
、
だ
い
た
い
清
盛
夫
妻
の
例
は
状
況
が
違
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
夫
妻
で
准
三
后
と
い
う
点



が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
義
満
か
ら
不
愉
快
に
思
わ
れ
て
各
め
ら
れ
る
の
も
得
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
子
が
准
三
后
で
あ
る
こ
と
は
御
承
知

の
上
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
本
当
に
御
存
知
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
疑
問
が
残
り
ま
す
が
、

い
ま
の
状
況
を
清

盛
夫
妻
と
違
え
る
の
が
先
決
で
、
そ
れ
に
は
康
子
を
従
一
位
に
す
る
の
が
よ
い
、
と
思
う
の
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

経
嗣

准
三
后
宣
下
が
あ
っ
て
か
ら
で
は
駄
目
だ
。
そ
の
前
に
ま
ず
従
一
位
に
叙
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
当
日
は
慌
た
だ
し
く
て
気
づ
か
ず
過

ぎ
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
困
っ
た
。

兼

こ
う
な
っ
て
は
女
院
に
な
さ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

経
嗣

義
満
に
ま
ず
太
上
天
皇
の
尊
号
を
贈
る
手
続
き
を
し
て
い
た
な
ら
ば
、
康
子
の
女
院
も
道
理
に
叶
う
の
だ
が
。
と
も
か
く
平
家
の
例

と
違
え
る
こ
と
が
先
決
だ
。
事
は
重
大
な
の
で
、
よ
く
よ
く
思
案
の
上
、
決
定
し
よ
う
。

兼
宣
が
年
末
に
康
子
の
准
三
后
宣
下
を
賀
す
と
、
義
満
は
た
い
へ
ん
満
足
し
た
風
で
あ
っ
た
。
そ
こ
ま
で
は
良
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
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じ
日
に
義
満
と
交
わ
し
た
何
気
な
い
会
話
を
思
い
出
し
、
や
が
て
恐
怖
に
襲
わ
れ
、
経
嗣
の
も
と
で
鳩
首
協
議
に
及
ん
だ
訳
で
あ
る
。

義
満
は
歴
史
に
詳
し
い
か
ら
、
時
子
が
准
三
后
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
先
刻
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
平
家
物
語
は
当
時
は
史
書

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
か
ら
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
も
領
け
る
。

経
嗣
た
ち
が
想
像
し
た
通
り
、
夫
妻
と
も
に
准
三
后
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
清
盛
と
同
様
に
な
る
と
は
不
吉
で
け
し
か
ら
ぬ
と
の
意
を

匂
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
や
は
り
義
満
は
康
子
の
准
三
后
宣
下
だ
け
で
は
満
足
し
て
お
ら
ず
、
自
身
の
太
上
天
皇
の
宣
下
を
望
ん
で

い
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
障
碍
が
あ
っ
て
、
果
た
せ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
康
子
の
女
院
号
宣
下
は
当
初
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

義
満
の
怒
り
を
宥
め
る
た
め
に
急
逮
発
議
さ
れ
て
実
現
し
た
、
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。



摂
関
・
大
臣
の
正
室
に
対
し
て
も
准
三
后
が
宣
下
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
平
時
子
の
ほ
か
に
も
、
藤
原
道
長
室
倫
子
・
藤
原
忠
通
室
宗
子
・

九
条
道
家
室
論
子
・
西
園
寺
実
氏
室
貞
子
な
ど
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
道
長
・
道
家
も
准
后
で
あ
る
。
康
子
は
後
小
松
天
皇
の
准

母
の
格
を
も
っ
て
准
三
后
と
な
っ
た
が
、
当
時
の
常
識
で
は
太
政
大
臣
義
満
の
妻
で
あ
る
と
の
線
か
ら
も
准
三
后
宣
下
が
あ
り
得
る
訳
で
、

義
満
は
こ
の
こ
と
に
不
興
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、
現
存
す
る
荒
暦
の
記
事
は
抄
出
で
あ
り
、
枝
葉
は
全
く
省
略
し
て
い
る
。
し
か
し
お
の
ず
と
、
義
満
が
太
上
天

皇
尊
号
の
宣
下
を
執
劫
に
望
ん
だ
こ
と
、
さ
す
が
に
廷
臣
た
ち
も
こ
れ
に
は
肯
じ
得
ず
、
表
面
上
は
義
満
の
意
を
迎
え
て
、
康
子
の
准
三
后
、

つ
い
で
女
院
と
、
妥
協
を
重
ね
つ
つ
も
、
肝
腎
の
尊
号
宣
下
は
先
送
り
に
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

五

粟
田
口
長
方
の
書
状
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右
の
伏
線
と
な
る
事
実
を
伝
え
る
史
料
を
紹
介
し
た
い
。

古
今
問
答
は
、
建
久
二
年
(
一
一
九
一
)
頃
、
古
今
集
の
不
審
を
尋
ね
た
中
山
兼
宗
と
お
ぼ
し
き
人
物
の
問
に
、
藤
原
俊
成
が
答
え
た
歌

学
書
で
あ
る
。
伝
本
は
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
本
の
み
で
、
既
に
影
印
に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
題
で
は
室
町
前
期
の
書
写
と
さ

れ
る
に
と
ど
ま
り
筆
者
や
年
代
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
が
、
五
十
五
枚
あ
る
料
紙
は
全
て
書
状
を
翻
し
た
も
の
で
、
影
印
で
も
紙
背
の
文

字
が
映
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
端
裏
書
は
本
文
の
面
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
上
書
の
宛
所
が
「
飛
鳥
井
殿
」
と
な
っ
て
い
る
書
状
が

(
安
否
尋
)

い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
な
お
「
常
光
院
殿
」
宛
も
一
通
見
え
る
が
、
飛
鳥
井
家
と
常
光
院
流
と
の
関
係
は
既
に
密
で
あ
っ
た
か
ら
、
異
と

す
る
に
足
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
紙
背
文
書
の
年
代
を
考
証
す
る
と

(
表
参
照
。
文
書
番
号
も
こ
れ
に
よ
る
)
、
上
巻
巻
頭
近
く
に
、
応
永
十
一
年
(
一
四

O
四
)



十
二
月
と
お
ぼ
し
き
、
祇
園
社
務
玉
寿
丸
(
す
ぐ
に
顕
縁
と
名
乗
る
)

の
歳
暮
祈
藤
巻
数
注
文

(
3
)
が
あ
り
、
中
巻
巻
軸
近
く
に
は
幕
府

管
領
斯
波
義
教
(
初
名
義
重
、
法
名
道
孝
)
が
初
め
て
臨
ん
だ
評
定
始
に
関
す
る
書
状
(
必
j
持、

m
l
m
A
、
日
)
が
続
く
。
こ
の
評
定
始

は
応
永
十
二
年
八
月
二
十
五
日
の
こ
と
と
確
定
で
き
る
(
教
言
卿
記
)
。
三
巻
の
う
ち
下
巻
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
も
う
少
し
長

い
期
間
に
亘
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
現
存
巻
に
就
い
て
は
応
永
十
一
年
十
二
月
か
ら
十
二
年
八
月
の
聞
に
到
来
し
た
書
状
を
翻
し
て
書
写
し
た

と
結
論
さ
れ
る
。

受
取
人
で
あ
る
飛
鳥
井
雅
縁
は
家
業
の
歌
鞠
両
道
に
長
じ
て
同
家
中
興
の
祖
と
仰
が
れ
、
か
つ
義
満
の
寵
臣
と
し
て
も
著
名
な
人
物
で
あ

る
。
そ
し
て
確
認
さ
れ
た
書
状
の
差
出
人
に
は
吉
田
兼
敦
・
常
光
院
尭
尋
・
高
倉
永
行
・
大
中
臣
師
盛
ら
の
名
が
見
え
、
い
ず
れ
も
義
満
と

の
関
わ
り
深
く
学
芸
の
分
野
に
も
名
を
遺
し
た
人
た
ち
で
、
北
山
殿
文
化
圏
の
メ
ン
バ
ー
の
日
常
を
偲
ば
せ
る
が
、
こ
の
う
ち
長
方
な
る
人

(
か
り
カ
)

如
仰
一
昨
日
参
会
恐
悦
候
、
御
早
帰
察
申
候
ッ
、
風
日
之
時
分
ま
口
口
候
つ
る
、
さ
て
尊
号
御
事
昨
夜
口
口
令
落
居
候
欺
、
と
か
く
御

(
者
)

沙
汰
候
つ
る
な
れ
口
口
所
詮
御
年
齢
い
ま
た
は
や
く
御
座
口
口
被
待
申
候
へ
と
申
候
、
さ
申
候
程
に
此
上
口
口
重
候
へ
と
も
、
ま
ゐ
り

(
之
由
カ
)

申
候
か
た
き
口
候
口
口
て
ハ
御
次
第
に
ハ
准
三
后
と
被
載
申
候
へ
と
遣
口
口
計
御
申
候
な
る
問
、
惣
別
無
為
注
進
口
口
承
及
候
、
執
柄

(
よ
り
ヵ
)

ハ
五
巻
日
ハ
御
参
会
口
口
外
両
日
御
参
候
へ
く
候
へ
と
も
、
堕
落
禅
門
宿
所
口
口
御
参
候
へ
と
被
申
候
な
る
、
い
か
に
例
之
述
懐
な
ら
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物
の
、
応
永
十
二
年
四
月
八
日
の
書
状
を
判
読
し
て
引
用
す
る
。

口
口
門
川
1
1
1
1
1

I
l
l
-
l
U承
度
候
へ
く
候
、
さ
て
彼
御
牛
口
口
召
一
郎
男
許
へ
遣
使
者
候
へ
は
口
口
帰

来
候
、
夏
事
誠
催
促
肝
要
口
口
遺
文
申
給
事
候
也
、
口
こ
と
く
可
申
入
候
口
尽
御
芳
心
者
候
哉
、
口
早
候
芳
口
存
候
、
口
可
参
申
入
候
、

長
方
謹
言
、

四
月
入
日

長
方



(端
喪
捻
封
ウ
ハ

山首
)

「
(
墨
引
)

長
方
」

十
分
に
判
読
で
き
ず
、
ま
た
料
紙
が
天
地
化
粧
裁
ち
さ
れ
て
各
行
一
、
二
字
分

欠
落
し
て
い
る
た
め
、
不
明
箇
所
が
あ
る
が
、
お
よ
そ
の
意
は
つ
か
む
こ
と
が

で
き
る
。
何
よ
り
、
こ
こ
に
「
尊
号
御
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
稿
に
関
係
す

る
極
め
て
重
大
な
史
実
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
書
状
の
出

さ
れ
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
差
出
人
の
長
方
は
、
菅
原
氏
傍
流
の
儒
者
で
、
粟
田
口
と
号
し
た
。

父
豊
長
が
関
東
公
方
足
利
氏
満
の
師
で
あ
っ
た
関
係
で
、
長
方
は
同
じ
く
関
東

に
在
っ
た
義
堂
周
信
の
知
遇
を
得
、
義
堂
を
介
し
て
義
満
に
近
づ
い
た
ら
し
い
。

L
U
 

nu 

司
，h

至
徳
頃
か
ら
義
満
の
家
司
と
し
て
の
活
動
が
見
え
、
応
永
に
入
る
と
北
山
に
宿

所
を
構
え
、
し
ば
し
ば
祈
祷
や
神
事
の
奉
行
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
迎
陽

記

・
教
言
卿
記
な
ど
義
満
に
仕
え
た
公
家
の
日
記
に
頻
出
す
る
。
飛
鳥
井
雅
縁

と
も
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
お
ほ
し
い
。

さ
て
、
文
中
に
「
五
巻
日
」
と
見
え
て
い
る
の
は
、
当
然
法
華
八
講
に
関
わ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
御
次
第
」
と
は
、
法
華
人
講
の
次
第
(
あ
ら
か

じ
め
会
場
の
室
礼
、
行
事
の
進
行
、
参
列
者
の
所
作
な
ど
を
記
し
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
)
の
こ
と
と
な
る
。
当
然
、
そ
れ
は
大
が
か
り
な
、
公
的
な
場
で
の
開
催
と



推
定
で
き
る
。
応
永
十
二
年
四
月
八
日
の
書
状
と
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
同
月
二
十
六
日
か
ら
四
日
間
、
内
裏
で
修
さ
れ
た
震
筆
法
華
人
講
を

受
け
る
も
の
と
分
る
。

こ
の
震
筆
法
華
人
講
は
故
後
円
融
上
皇
の
十
三
回
忌
に
当
た
る
朝
廷
の
厳
儀
で
あ
っ
た
が
、
義
満
の
全
面
的
な
援
助
の
も
と
に
開
催
さ
れ

た
。
義
満
は
三
日
間
に
わ
た
り
参
内
し
、
五
巻
目
、

つ
ま
り
第
三
日
の
参
列
者
が
捧
物
を
献
ず
る
、
所
謂
「
薪
の
行
道
」
に
も
加
わ
り
、
そ

の
様
子
を
絵
所
の
土
佐
光
益
を
召
し
て
わ
ざ
わ
ざ
扉
風
に
描
か
せ
た
程
に
張
り
切
っ
て
い
た
。
果
た
し
て
第
三
日
に
は
、
義
満
が
着
座
す
る

と
、
そ
の
前
に
「
三
衣
笛
」
が
置
か
れ
る
新
儀
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
笛
は
朝
親
行
幸
の
時
、
法
皇
が
出
御
す
る
と
そ
の
座
の
横
に
置
か
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
¥
ま
さ
に
自
身
を
法
皇
に
擬
え
さ
せ
た
、
義
満
の
悟
上
の
振
る
舞
い
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
震
筆
法
華
人
講
の
次
第
を
義
満
の
命
で
作
成
し
、
「
三
衣
笛
」
の
新
儀
を
取
り
は
か
ら
っ
た
の
が
書
状
文
中
の
「
執
柄
、
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す
な
わ
ち
関
白
一
条
経
嗣
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
荒
暦
の
記
事
も
別
記
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
八
講
の
問
、
経
嗣
は
義

満
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
高
倉
永
行
(
法
名
常
永
)
の
家
を
「
陣
家
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
出
仕
し
た
と
あ
る
。

桃
崎
有
一
郎
氏
の
研
究
に
よ
れ
岡
、
中
世
に
は
内
裏
の
外
縁
、
方
一
町
の
範
囲
を
陣
と
み
な
し
、
車
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
の
通
行
を
原
則
禁

じ
た
。
陣
家
と
は
そ
の
区
域
内
に
あ
る
亭
と
さ
れ
る
。
当
時
の
摂
関
・
大
臣
は
参
内
の
際
に
、
こ
の
陣
家
か
ら
出
立
す
る
こ
と
が
よ
く
行
わ

れ
た
。
自
邸
か
ら
内
裏
ま
で
の
間
す
ら
、
随
員
と
す
べ
き
衛
府
や
殿
上
人
を
動
員
す
る
経
済
的
負
担
に
堪
え
な
い
こ
と
か
ら
、
距
離
的
に
至

近
で
そ
の
必
要
が
あ
ま
り
な
い
陣
家
に
拠
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
但
し
、
義
満
が
こ
こ
で
経
嗣
に
対
し
わ
ざ
わ
ざ
高
倉
亭
を
陣
家
に
指

定
し
、
そ
こ
か
ら
の
出
立
を
命
じ
て
い
る
の
は
、
配
慮
に
名
を
借
り
つ
つ
摂
関
の
権
威
を
庇
め
る
思
惑
が
働
い
た
と
さ
れ
る
。

(
よ
り
カ
)

さ
て
、
さ
き
の
粟
田
口
長
方
の
書
状
に
「
堕
落
禅
門
宿
所
口
口
御
参
候
へ
と
被
申
候
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
高
倉
永
行
亭
を

陣
家
と
し
て
の
出
仕
を
命
じ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
堕
落
禅
門
」
と
は
ず
い
ぶ
ん
な
言
い
よ
う
で
あ
る
が
(
タ
カ
ク
ラ



ゼ
ン
モ
ン
と
ダ
ラ
ク
ゼ
ン
モ
ン
と
の
地
口
の
つ
も
り
か
、
冗
談
好
き
な
義
満
な
ら
ば
い
か
に
も
口
に
し
そ
う
で
あ
る
)
、
永
行
は
義
満
の
装
束

(
辺
)

師
で
あ
り
、
早
く
か
ら
「
専
一
物
」
と
呼
ば
れ
た
程
の
寵
臣
で
、
義
満
の
落
飾
時
に
は
追
従
し
て
出
家
し
て
い
る
。

以
上
、
書
状
の
内
容
を
応
永
十
二
年
四
月
の
法
華
人
講
に
関
係
す
る
と
見
る
こ
と
で
、
周
辺
の
状
況
を
こ
と
ご
と
く
矛
盾
無
く
裏
付
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
は
書
状
の
主
要
部
分
を
解
釈
し
て
み
た
い
。

さ
て
尊
号
の
件
は
昨
夜
決
着
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
か
く
あ
れ
こ
れ
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
門
川

-
U。
所

詮
、
御
年
齢
が
い
ま
だ
若
く
て
(
尊
号
は
時
期
尚
早
で
)

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
お
待
ち
下
さ
い
と
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い

う
風
に
申
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
上
は
円

1
1
Uお
計
ら
い
な
さ
れ
た
の
で
、
(
関
白
は
)

ハ

U
(来
る
震
筆
法
華
人
講
に
は
)
参
上
で
き
な
い
と
〔
ハ

-
U御
次
第
に

は
「
准
三
后
」
と
載
せ
よ
と
門
川

一
応
は
問
題
な
く
(
次
第
を
)
作
成
さ
れ
た
と
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承
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
て
関
白
は
五
巻
の
日
は
参
ら
れ
〔
ハ

ハ
ハ
〕
そ
の
外
一
両
日
出
仕
な
さ
れ
よ
、
堕
落
禅
門
の
宿
所
か
ら
出
立

な
さ
れ
ま
せ
と
(
義
満
か
ら
関
白
に
)
申
し
上
ら
れ
ま
し
た
。
い
か
に
例
の
述
懐
と
は
申
せ
:
・

こ
の
「
尊
号
」
と
は
や
は
り
太
上
天
皇
で
あ
り
、
こ
の
震
筆
法
華
八
講
の
機
会
に
、
義
満
か
ら
は
強
く
宣
下
を
要
求
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
経
嗣
に
次
第
を
作
成
さ
せ
て
、
そ
こ
で
は
義
満
を
法
皇
と
し
て
登
場
さ
せ
る
腹
づ
も
り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
朝
廷
で
は
そ
の

可
否
を
議
し
た
上
で
、
年
齢
が
ま
だ
若
く
時
期
尚
早
で
あ
る
と
の
理
由
で
拒
絶
し
た
こ
と
、
義
満
は
当
然
そ
れ
に
不
満
で
当
初
参
仕
し
な
い

と
漏
ら
し
た
が
(
義
満
は
何
か
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、
自
ら
が
企
画
し
た
儀
式
で
も
す
ぐ
に
不
参
を
口
に
す
る
癖
が
あ
っ
た
)
、
結

局
は
今
回
の
「
御
次
第
」
に
自
分
を
「
准
三
后
」
と
載
せ
れ
ば
良
い
、
と
折
れ
た
の
で
、
経
嗣
も
無
事
に
次
第
を
作
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
北
山
殿
に
砥
候
し
て
い
た
長
方
な
ら
で
は
の
情
報
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

応
永
十
二
年
、
義
満
は
四
十
八
歳
で
あ
る
。
「
御
年
齢
い
ま
た
は
や
く
」
と
は
、
尊
号
宣
下
を
見
送
る
理
由
と
し
て
は
、
た
ぶ
ん
に
説
得
力



に
欠
け
る
。
そ
も
そ
も
太
上
天
皇
に
適
齢
期
な
ど
無
く
、
口
実
に
過
ぎ
な
い
。
や
は
り
朝
廷
の
抵
抗
は
相
当
に
根
強
い
も
の
が
あ
り
、
義
満

と
し
て
も
事
あ
る
毎
に
そ
れ
ら
し
き
事
例
を
一
つ
一
つ
積
み
上
げ
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
経
嗣
が
、
義
満
の
要
求
を
容
れ
な

か
っ
た
代
償
と
し
て
出
し
た
の
が
、
「
三
衣
笛
」
の
新
儀
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
荒
暦
に
、

此
事
於
禁
中
儀
更
不
可
有
先
規
、
難
然
朝
閥
抗
行
幸
之
時
、
太
上
法
皇
御
出
座
之
時
、
可
然
人
置
三
衣
笛
、
以
彼
等
准
拠
、
今
度
有
此
儀
、

且
先
日
予
申
出
此
趣
了
、
日
疋
只
為
備
厳
儀
也
、
以
始
為
例
、
如
此
事
欺
、
当
時
何
人
可
成
瑚
哉
、
勿
論
々
々
、

と
あ
る
の
は
、
そ
の
苦
衷
を
偲
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

事
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、

い
ず
れ
も
義
満
が
具
体
的
に
尊
号
宣
下
を
要
求
し
た
上
で
の
こ
と
で
は
な
い
し
、
単
な
る
「
異
例
」
で
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出
家
後
の
義
満
が
自
ら
を
「
法
皇
」
に
擬
し
て
振
る
舞
い
、
あ
る
い
は
周
囲
も
そ
の
よ
う
に
待
遇
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
の

済
ま
す
こ
と
も
で
き
る
。
公
家
た
ち
は
い
か
よ
う
な
先
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
応
永
八
年
(
一
四
O
ご

十
二
月
、
初
め
て
北
山
殿
惣
社
神
楽
を
修
し
た
時
に
は
、
仙
洞
御
願
に
准
じ
、
上
卿
と
「
院
司
」
と
を
任
命
し
て
い
る
(
御
神
楽
雑
記
・
乾
)
。

こ
れ
も
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
尊
号
宣
下
を
要
求
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
か
な
り
の
階
梯
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

本
稿
の
考
察
で
は
、
応
永
十
二
・
十
三
年
に
な
っ
て
、
朝
廷
に
も
は
っ
き
り
と
尊
号
宣
下
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
朝
廷
で
は
こ
れ

を
拒
絶
す
る
代
わ
り
に
、
つ
、
ぎ
つ
ぎ
と
新
儀
を
編
み
出
し
て
何
と
か
義
満
を
懐
柔
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
「
国
母
問
題
」
は
そ
の

産
物
で
あ
り
、
康
子
が
女
院
と
な
っ
た
こ
と
も
、
義
満
と
し
て
は
必
ず
し
も
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
朝
廷
が
難
色
を
示
し
た
程
度
の
こ
と
で
、
義
満
が
素
直
に
翻
意
す
る
か
と
の
疑
問
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
自
分
の
望
み
を
全



て
通
し
て
来
た
人
物
で
あ
る
。
す
る
と
幕
閣
内
で
の
反
対
、
と
り
わ
け
斯
波
義
将
の
諌
言
が
影
響
し
た
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
。
没
後

の
贈
号
を
拒
絶
す
る
位
で
あ
る
か
ら
、
生
前
の
尊
号
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
実
際
、
義
将
は
王
胤
と
人
臣
と
の
区
別

(
お
)

に
は
ひ
ど
く
厳
格
で
あ
っ
た
。
な
お
経
嗣
ら
廷
臣
た
ち
の
間
で
は
義
将
の
評
判
は
頗
る
良
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
晩
年
の
義
満
が
「
太
上
天
皇
」
の
尊
号
宣
下
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
契
機
が
、
応
永
八
年

(
一
四

O
こ
に
再
開
し
た
、
明
固
と
の
通
交
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
泌
o

こ
の
時
の
表
文
は
「
日
本
准
三
后
源
道
義
」
と
し
て
奉
っ
た
が
、
翌
年
到
来
し
た
成
祖
か
ら
の
返
詔
に
は
「
日
本
国
王
源
道
義
」
と
あ
り
、

こ
れ
を
受
け
て
応
永
十
年
に
派
遣
し
た
第
二
度
の
表
文
に
は
「
日
本
国
王
臣
、
源
表
」
と
署
し
た
。
以
後
の
表
文
で
は
「
日
本
国
王
源
道
義
」
の

号
を
用
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

「
日
本
国
王
」
の
称
号
は
、
明
国
の
冊
封
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
当
時
か
ら
強
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
斯
波
義
将
も
そ
の
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一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
公
家
の
み
な
ら
ず
幕
府
関
係
者
か
ら
も
こ
の
号
が
問
題
祝
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
義
満
が
内
心
で
は
う
し
ろ

め
た
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「
日
本
国
王
」
の
号
は
、
国
内
支
配
に
は
な
ん
ら
効
力
を
持
っ
た
形
跡
は
な
い
の

で
、
こ
れ
に
固
執
す
る
理
由
は
余
り
見
出
せ
な
い
。
は
じ
め
は
「
准
三
后
」
を
用
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
有
力
な
候
補
と
な
っ
た
の
が
、
ま

さ
に
「
太
上
天
皇
」
号
で
は
な
い
か
。
尊
号
宣
下
を
受
け
て
、
「
太
上
天
皇
道
義
」
と
署
名
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
と
の
通
交
が
軌
道
に
乗
り
、
毎
年
の
よ
う
に
使
節
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
、
太
上
天
皇
尊
号
宣
下
へ
の
具
体
的
な
要
望
が

出
さ
れ
た
こ
と
は
、

や
は
り
見
過
ご
せ
な
い
。
と
く
に
本
稿
で
対
象
と
し
た
応
永
十
三
年
に
は
、
義
満
は
明
使
の
来
航
に
あ
わ
せ
て
、
兵
庫

に
三
度
、
尼
崎
に
一
度
赴
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
明
と
の
通
交
に
熱
意
を
傾
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
称
号
の
問
題
が
焦
眉
の

急
で
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。



以
上
、
本
稿
で
は
「
国
母
問
題
」
の
起
き
た
時
期
の
義
満
周
辺
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
義
満
晩
年
の
地
位
を
象
徴
し

て
い
る
「
太
上
天
皇
」
と
「
日
本
国
王
」
の
号
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
な
お
関
係
す
る
史
料
の
探
索
に
努
め
た
い
。

、注(
1
)
 
冷
泉
為
和
(
一
四
八
六
j

一
五
四
九
)
筆
。
本
書
は
尊
氏
・
義
詮
・
義
満
・
義
持
・
義
教
・
義
政
・
義
尚
の
、
七
人
の
将
軍
に
つ
い
て
誕
生
・
命
名
・

元
服
・
叙
位
任
官
・
出
家
そ
し
て
亮
去
と
、
主
た
る
通
過
儀
礼
の
年
月
日
が
列
挙
さ
れ
、
詳
し
い
注
記
が
あ
る
。
群
書
類
従
所
収
足
利
家
官

位
記
は
本
書
の
異
本
で
あ
る
が
、
情
報
量
も
豊
富
で
か
つ
正
確
で
あ
る
。
引
用
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
特
『
簾
中
抄
中
世
事
典
・
年
代
記
』

に
よ
る
。

(
2
)

五
山
僧
の
記
録
で
は
し
ば
し
ば
「
鹿
苑
院
太
上
天
皇
」
と
表
記
し
、
ま
た
鹿
苑
寺
蔵
、
延
宝
六
年
(
一
六
七
人
)
十
二
月
作
の
足
利
義
満
木

像
銘
に
は
「
鹿
苑
天
皇
尊
像
」
と
あ
る
の
が
よ
く
強
調
さ
れ
る
が
、
後
世
禅
宗
最
大
の
檀
那
義
満
の
尊
厳
を
高
め
ん
と
し
て
敢
え
て
上
皇
・

天
皇
の
号
を
用
い
た
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
室
町
期
に
通
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。

(
3
)

「
足
利
時
代
史
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
講
談
社
昭
弘
〔
初
出
大
口
〕
)
七
五
頁
。

(
4
)

『
足
利
義
満
』
(
人
物
叢
書
吉
川
弘
文
館
昭
お
)
。

(
5
)

『
足
利
義
満
中
世
王
権
へ
の
挑
戦
』
(
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
平
凡
社
平
6
)
0

(
6
)

『
室
町
の
王
権
|
|
足
利
義
満
の
王
権
寡
奪
計
画
』
(
中
公
新
書
中
央
公
論
社
平
2
)
。

(
7
)

『
室
町
人
の
精
神
』
(
日
本
の
歴
史
ロ
講
談
社
平
日
)
七
四
頁
。

(
8
)

近
年
の
研
究
動
向
の
整
理
と
提
言
と
し
て
、
桃
崎
有
一
郎
氏
「
室
町
殿
の
朝
廷
支
配
と
伝
奏
論
|
|
〈
公
武
統
一
政
権
〉
論
の
再
考
に
向
け
て
」

(
中
世
後
期
研
究
会
編
『
室
町
・
戦
国
期
研
究
を
読
み
な
お
す
』
思
文
閤
出
版
平
円
)
が
あ
る
。
ま
た
歴
史
学
研
究
続
(
平
幻
・

4
)
で
は
「
室

町
殿
論
|
|
新
し
い
国
家
像
を
め
ざ
し
て
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。

(
9
)
文
和
元
年
(
一
三
五
二
)
十
一
月
、
後
小
松
の
祖
父
後
光
厳
天
皇
は
、
生
母
陽
禄
門
院
の
崩
御
に
遭
っ
た
が
、
徽
安
門
院
(
父
光
厳
上
皇
の
妃
)
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を
生
母
と
す
る
こ
と
で
、
陽
禄
門
院
の
喪
に
は
服
さ
・
な
か
っ
た
。

(ω)
工
藤
浩
台
氏
「
鎌
倉
期
女
院
乱
立
の
一
前
提
|
|
「
准
后
之
人
直
院
号
」
ル

l
ト
の
創
出
」
(
年
報
三
田
中
世
史
研
究
日

(
日
)
注
3
前
掲
書
、
七
一
頁
。

(
ロ
)
翻
刻
に
桃
崎
有
一
郎
氏

a
「
『
荒
暦
』
永
徳
元
年
・
二
年
記
の
翻
刻
」
(
年
報
三
田
中
世
史
研
究
口
平
げ
・
叩
)
、
同
氏
b

「
『
経
嗣
公
記
抄
』

(
荒
暦
)
永
徳
三
年
春
記
l

翻
刻
と
解
題
」
(
年
報
三
田
中
世
史
研
究
日
平
問
・

ω)
が
あ
る
。

(
日
)
広
光
の
実
子
贋
橋
守
光
筆
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
条
家
の
家
礼
で
あ
っ
た
広
光
が
原
本
の
披
見
を
許
さ
れ
て
書
写
し
た
こ
と
、
注
口
前

、
掲
桃
崎
氏
論
文
b
に
詳
し
く
考
証
さ
れ
る
。
以
下
、
荒
暦
の
引
用
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
本
(
贋
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
の
内
、

H

ー
六
一
一
丁
六
七
八
1
六
八
二
)
に
、
康
橋
本
が
な
い
年
時
は
柳
原
家
記
録
に
よ
る
。

(
は
)
寛
敏
生
氏
「
太
上
天
皇
尊
号
宣
下
制
の
成
立
」
(
史
学
雑
誌

m
l
u
平
6
・
ロ
)
参
照
。

(
日
)
た
と
え
ば
今
谷
明
氏
は
「
そ
こ
で
ま
ず
南
御
所
様
に
尊
号
の
御
沙
汰
が
下
さ
る
べ
き
で
し
ょ
う
」
と
訳
し
て
い
る
(
注
6
前
掲
書
、
一
六
O
頁)。

(
凶
)
樫
山
和
民
「
准
三
宮
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
沿
革
を
中
心
と
し
て
」
(
書
陵
部
紀
要
%
昭

ω
・
2
)
参
照
。

(
げ
)
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
『
和
歌
物
語
古
註
続
集
』
(
八
木
書
庖
昭
灯
)
。

(
同
)
改
め
て
書
誌
を
録
せ
ば
以
下
の
通
り
。

函
架
番
号
、
九
一
一
ー
二
二
丁
イ
一
一
一
。
装
訂
は
巻
子
(
原
装
は
袋
綴
冊
子
)
。
存
二
軸
(
上
巻
・
中
巻
)
。
表
紙
は
浅
葱
色
後
補
(
二
七
・

O

×
二

0
・
六
、
二
六
・
七
×
一
八
・
九
)
。
見
返
し
は
金
銀
切
箔
散
ら
し
。
料
紙
は
格
紙
、
裏
打
修
補
。
紙
数
は
上
巻
二
五
紙
、
中
巻
三
O
紙
継
ぎ
。

軸
は
木
軸
(
長
二
九
・

O
)
。

(
豊
長
)

(
ゆ
)
空
華
日
用
工
夫
略
集
康
暦
二
年
正
月
二
十
日
条
に
「
菅
武
衛
長
子
中
書
」
、
吉
田
家
日
次
記
永
徳
三
年
(
一
三
八
三
)
六
月
二
十
六
日
条
に
は

「
大
内
記
長
方
、
坐
栗
田
口
之
際
、
被
召
遺
」
と
あ
る
。
当
時
の
紀
伝
道
の
儒
者
は
中
務
大
輔
・
大
内
記
・
少
納
言
の
官
を
経
る
が
、
長
方
も

同
様
で
、
至
徳
三
年
頃
に
は
少
納
言
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
以
後
、
こ
の
官
を
も
っ
て
「
新
少
納
言
」
「
栗
田
口
少
納
言
」
と
呼
ば
れ
た
。

(
却
)
教
言
卿
記
応
永
十
二
年
八
月
三
十
日
条
。
拙
著
『
南
北
朝
の
宮
廷
誌
l
l
二
条
良
基
の
仮
名
日
記
』
(
臨
川
書
庖
平
行
)
参
照
。

(
幻
)
『
中
世
京
都
の
空
間
構
造
と
礼
節
体
系
』
(
思
文
閤
出
版
平
勾
)
第
六
章
「
中
世
に
お
け
る
朝
儀
出
仕
と
里
内
裏
周
辺
空
間
秩
序

!
l
陣
中
・

陣
家
・
外
直
塵
と
乗
車
忌
避
」
・
第
七
章
「
陣
家
出
仕
の
盛
行
と
南
北
朝
・
室
町
期
朝
儀
体
系
の
略
儀
化
|
|
公
家
社
会
の
経
済
的
窮
乏
と
室

町
殿
義
満
の
朝
廷
支
配
」
。

平
M
m
-
m
)

参
照
。
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(
忽
)
実
冬
公
記
嘉
慶
元
年
(
一
三
八
七
)
正
月
三
日
条
。
家
、
水
道
嗣
氏
「
足
利
義
満
と
伝
奏
と
の
関
係
の
再
検
討
」
(
古
文
書
研
究
4
・位

池
田
美
千
子
氏
「
衣
紋
に
み
る
高
倉
家
一
大
炊
御
門
家
か
ら
高
倉
家
へ
」
(
史
学
雑
誌
m
l
2

平
同
・

2
)
参
照
。

(
幻
)
た
と
え
ば
、
河
海
抄
の
作
者
と
し
て
有
名
な
四
辻
善
成
は
応
永
二
年
(
一
三
九
五
)
、
義
将
の
後
援
で
左
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
が
、
続
い
て
親

王
宣
下
を
希
望
し
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
義
将
に
諌
め
ら
れ
て
断
念
し
た
。
拙
著
『
二
条
良
基
研
究
』
(
笠
間
書
院
平

η)
参
照
。

(
M
A
)

荒
暦
応
永
三
年
八
月
一
日
条
、
機
法
講
部
類
所
引
禅
御
記
応
永
十
七
年
五
月
七
日
条
等
。

(
お
)
田
中
健
夫
氏
『
対
外
関
係
と
文
化
交
流
』
(
思
文
閤
出
版
昭
幻
)
「
足
利
義
満
の
外
交
」
、
橋
本
雄
氏
『
中
華
幻
想
|
|
唐
物
と
外
交
の
室
町

時
代
史
』
(
勉
誠
出
版
平
お
)

I
「
室
町
殿
の
《
中
華
幻
想
》
|
|
足
利
義
満
・
義
持
期
を
中
心
に
」
参
照
。

(
お
)
も
っ
と
も
「
日
本
国
王
」
は
表
文
を
受
理
さ
せ
る
た
め
の
方
便
と
し
て
名
乗
っ
て
い
た
称
号
で
あ
る
こ
と
が
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

橋
本
雄
氏
「
室
町
戦
国
期
の
将
軍
権
力
と
外
交
権
|
政
治
過
程
と
対
外
関
係
」
(
歴
史
学
研
究
明

5
3
)参
照
。

(
幻
)
「
太
上
皇
」
は
中
国
の
歴
代
王
朝
に
は
原
則
存
在
し
な
い
(
稀
に
居
て
も
、
不
測
の
事
態
で
譲
位
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
皇
帝
で
あ
り
、
な
ん
ら

実
権
を
持
た
な
い
)
。
し
か
し
例
外
的
に
南
宋
の
高
宗
(
一
一

O
七
1
八
七
、
在
位
一
一
一
一
七
j
六
一
乙
・
孝
宗
(
一
二
一
七
j
九
四
、
在
位

一
二
ハ
二

1
八
九
)
・
光
宗
(
一
一
四
七

1
一二

O
O
、
在
位
一
一
八
九

1
九
四
)
ら
は
、
い
ず
れ
も
後
継
者
に
譲
位
し
た
後
も
健
在
で
、
と

く
に
高
宗
・
孝
宗
の
両
代
は
実
権
も
握
っ
て
い
た
か
ら
、
中
世
日
本
に
於
け
る
「
太
上
天
皇
」
の
あ
り
よ
う
と
近
似
し
て
い
る
。

拙
編
「
足
利
義
満
年
譜
(
稿
)
」
(
平

η
j
w年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
C
研
究
成
果
報
告
書
「
足
利
義
満
期
の
室
町
幕
府
将
軍
権

力
に
お
け
る
政
治
・
文
化
の
相
互
補
完
的
関
係
の
研
究
」
〔
研
究
課
題
番
号
1
7
5
2
0
1
3
8
〕
平
加
・

3
)
参
照
。

平
7
・ロ)、
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 No. 

夜前朔 分時

相候事菅宰聞申
細仕候委拝見

如仰
明

メ是可入1 申自日入 構不候相可叶
期便候後之也時

御札委細高
細恩入候委間畏、

御進上 両中圏氏土
肇歳御慶逐

書出き日十

可入にも
儀之日 参昨日 者

面 し
々

見
日

廿四月ノ、
廿九

四

十
四月十九

十

卯ノ月l 卯十月
十

付日
j月¥ 日 廿月 月日
日 日

日 日 日 五 日
日

長方 兼敦 長方
花押f比 主'刀=仁士コ言' 常刀t 刀t善圭二て? 

イ変
玉寿丸

差出

イ押t: 
花押 イ押t: 

花押

御返報 所宛

墨ElE雪 乏宗訂、J主去犠襲裳ウ 墓目---，~耳4 書上
、、dノノ、

書

人々き
口口

長方
御中

善，刀L土一すー' 

紙折
玉寿丸は

礼紙

カ

頑社務縁顕固

の

幼名

L_ 
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表
古
今
問
答
紙
背
文
書

g;:~ 

E芭

(
通
し
番
号
は
上
巻
・
中
巻
の
料
紙
の
順
)



32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

何事座候御
於津社新玉嶋

此 推P 此
水かね

候庭先進僧日 言仰畏候入
5可委入申F 

難波 干し

其不入候後申
其又不承候後申

聞は
」ー

久間よ

之以も

両

可エ議凡
み

不ii来、二
の

在社京候日
と
V~ 

事の

十 十 十 十 五 十 十
十四月

月廿
月

月五
1月廿1 

廿月
廿月 月廿

五 日
五 日 日 五 日
日 日 日 日

尋尭 敦兼 口口 口口 栄疋 '万善=士七; 口口 盛師 刀戸吊且く. 

花押 花押 花押 花押

人
韮御報主

殿将監入道

刀戸吊uく. 

々

御中

選ヲ1 4 「醤〉」ヲノ1省) 1 醤とヲ| 主士 墓こヲ「1 耳1 主

以 ネ紙L 

下巻中 カ

一一一
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49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 

御音信趣昨之日
細承候委了 事座何御候哉 員専 寿千被任御百 事細承候子 候拝之時

不慮A昨参百日、

そ
御慶度

今重畳活計月
如警候又 札エ悦存候貴1'L 

誠i朝マh、

不此又承間申
含京帰候只罷 | 

て れ
わ

候ろはく
御入 々 J¥ 

雄央賀"" 
参~ 、

の
よ

ん し

口十月
}¥ 五 五 五

廿月 廿月 廿月 十月

四 四 一 日
日 日 日 日

長方 孝道 口口 兼敦 敦兼 長方

花押

議ヨヲ書 藷墓とE1 Z 1 書 「醤とヲl 舎土 墓吉)軍富ウ 「長方重事習書 議ー時ーlハ苔ウ (→ 墨引霊E 寄塩

官井殿笠長方 兼敦 孝道

.A". 

孝道
方長

L一一

筆蹟道孝は 筆蹟長方は
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55 54 53 52 51 50 

一

評為定始盤 候5可参謝E 
御笠袋返進候岡 候慮是欲之申自

入御候只今物昨日

通

人

1廿月/11L • 
廿月}¥ 

廿j月L 
五

日 日 日

盛師 戸刀吊且く， 孝道

花押

殿将監入道

飛殿鳥井主

醤とき

孝道

筆蹟孝道は

50 
-'"'，. 

続かく
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